
※上記フローチャートは申告が必要かどうかの簡易な目安です。申告者の状況によっては、必ずしも当てはまらない場合があります。

令和2年1月1日現在、美郷町に居住していましたか？

税務署で所得税の確定申告をしますか？ 

平成31年1月1日から令和元年12月31日までの間に、
何か収入がありましたか？

障害者年金、遺族年金、失業給付金などの非課税所得
以外に収入がありましたか？

収入は1カ所からの給与のみ
でしたか？ 主な給与以外の所得が20万円を超えますか？（給与の場合は収入）

申告は不要です。

年末調整は済んでいますか？

収入は公的年金収入のみ
ですか？

公的年金等の収入金額は
400万円以下ですか？

申告は不要です。

税務署から町に課税資料が送付されますので、町県民税の申告を
する必要はありません。

美郷町への申告は必要ありません。令和2年1月1日に居住してい
た市区町村へお問い合わせください。

町県民税の申告書の「前年中に所得がなかった場合に記入してください」
の欄に、必要事項を記入して提出してください。なお、美郷町内に住所が
ある方の扶養親族になっている方は提出不要です。
【注意事項】
未申告の場合は、所得証明、課税（非課税）証明等の発行ができません。ま
た、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、各種
医療助成制度等の区分判定等に支障をきたす場合がありますので、忘れ
ずに申告書を提出してください。
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医療費控除、社会保険料控
除、生命保険料控除など追
加する控除はありますか？

所得金額の合計や控除金額の
合計により、確定申告または
町県民税申告のいずれかの申
告が必要になります。

公的年金等にかかる雑所得以
外の所得が20万円を超えま
すか？

所得金額の合計や控除金額
の合計により、確定申告ま
たは町県民税申告のいずれ
かの申告が必要になります。

医療費控除、社会保険料控除、
生命保険料控除など追加する
控除はありますか？

町県民税の申告が必要です。

税務署や町の申告相談会場で
申告できます。

確定申告が必要です。

税務署や町の申告相談会場で
申告できます。

確定申告が必要です。

町県民税の申告が
必要です。

申告が必要です。

申告が必要です。

税務署や町の申告相談会場で
申告できます。

確定申告が必要です。

税務署や町の申告相談会場
で申告できます。

確定申告が必要です。

町の申告相談会場で
申告できます。

（給与の場合は収入）

ご注意
ください

　収入の種類を問わず、下記に該当する方は
税務署で申告してください。
・青色申告者の申告
・土地・建物の譲渡所得の申告
・亡くなられた方の申告（準確定申告）
・雑損控除の申告
・損失申告（株式の繰越損失等）
・初めて住宅借入金等特別控除を受ける方
・消費税の申告

スタート

申告フローチャート
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火
水
木
金

六郷会場へお越しください
〃
〃
〃

馬町、西高方町、東高方町、本道町
新町、古町、米町

旭町、宝門町、本館、大荒田、浮池、遠槻
上鑓田、中鑓田、下鑓田、琴平

六郷会場へお越しください
〃
〃
〃

3日
４日
５日
６日

25日 火 千畑会場へお越しください千畑会場へお越しください小荒川、中野、湯竹、大畑、善元寺

木 川原保、中関、谷地中（金沢）、森先、上前郷、
中前郷、下前郷、米ノ口、茨島、石神〃〃

火
水

御前、鶴水、上中野町、下中野町、佐野
南町、上深井、駅前、都野

仙南会場へお越しください
〃

18日
19日

仙南会場へお越しください
〃

金 野際、上野荒町、下野荒町、籠林、寺田、長岡森〃〃21日

20日

月日 曜日 仙 南 会 場
（美郷町南ふれあい館 1階 和室）

六 郷 会 場
（美郷町中央ふれあい館 1階 ホール）

千 畑 会 場
（美郷町役場 ３階 大会議室）

水 後三年、元村、四ツ谷、新田、本田、下タ堰、
菅谷地、八卦・熊堂仙南会場へお越しください仙南会場へお越しください12日

木 石柳、笹巻、大久保、万願寺、釜蓋、今泉、
百目木、町田〃〃13日

金 上千小町田、下千間谷地、上菻沢、下菻沢、
山本、谷地川、中島・藤原、橋本〃〃14日

水 六郷会場へお越しください野中、押切紀の国、細筑、雀柳、北雀柳、関田、
明田地（六郷・仙南）、扇田六郷会場へお越しください26日

木 〃中村、田の尻、一ツ屋、四天地、荒川、七滝、
四ツ屋、作山、天神堂〃27日

月 申告相談はお休みです申告相談はお休みです17日 申告相談はお休みです

月・休 千畑会場へお越しください千畑会場へお越しください24日 全地区で平日に来られない方

日 千畑会場へお越しください千畑会場へお越しください8日 全地区で平日に来られない方

金
月

〃
千畑会場へお越しください

大町、上町、荒町、赤城、小安門住宅
千畑会場へお越しください

28日
3月 2日

〃
土崎南部、土崎北部、大坂

※3月16日㈪は午前の部で終了します。

2月 ７日
10日

金
月

千畑会場へお越しください
〃

千畑会場へお越しください
〃

一丈木、上畑屋、下畑屋
千屋北部、千屋中部、千屋南部、大柳

時間会場

午前7時30分～千畑会場 美郷町役場　正面玄関ホール
※午前8時30分以降は3階申告相談会場入口

午前8時30分～六郷会場 美郷町中央ふれあい館　正面玄関ホール

午前8時30分～仙南会場 美郷町南ふれあい館　　正面玄関ホール

交　付　場　所

■原則として、行政区ごとに指定された期日・
　会場にお越しくださるようお願いします。
　なお、休日相談日と３月の相談日は毎年た
　いへん混み合いますので、早めの申告を
　おすすめします。
■平日に都合のつかない方は休日相談へ
　　２月24日（月・休）、3月8日㈰に千畑会場
　（美郷町役場）で行います。
　※休日相談日はたいへん混み合うため、
　　人数制限（150人）をさせていただきます。
　　ご了承ください。
■２月17日㈪は通常業務日です。
　全地区申告相談はお休みです。
■３月16日㈪は申告書整理日となります。
　※3月16日㈪は午前の部で終了します。

申告相談は指定された
日時・会場で

申告相談の受付について

各会場の番号札交付開始時間

　番号札による順番制で行いますので、時間に余裕をもってお越しくだ
さい。各会場に用意している番号札を一人１枚取り、担当する職員がお呼
びするまで控室でお待ちください。各日の受付予定人数は、午前の部は
午前11時までに、午後の部は午後４時までに番号札をお取りになった方
までとなります。その日の混雑状況によっては、午前中でも午後の番号札
しか残っていない場合もあります。

★午後の部の番号札も上記交付開始時間から取ることができます。

日程表

月
火
水
木
金
月

千畑会場へお越しください
〃
〃
〃
〃
〃

千畑会場へお越しください
〃
〃
〃
〃
〃

本堂東部、本堂中部、本堂西部
元本堂南部、元本堂北部、黒沢、善知鳥

塚、外川原
安城寺上、安城寺下、羽貫谷地

第一暁、第二暁
（申告書整理日：正午終了）

9日
10日
11日
12日
13日
16日

17 町税務課  住民税班 0187（84）4902問●


